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※再雇用制度：

無料職業紹介所　　新潟県中小企業団体中央会

）歳まで社員寮 定年制 65 ）歳

加入保険

退職金 3 ）　年以上 社宅

休日 年間休日 112 日

残業時間 50 　）時間 休憩時間 （ 60 ）分

））～（ ）　（ ）～（ ）　（ ）～（
就業時間

）～（ ）

車通勤 転勤

免許/資格 普通自動車免許 ）

主な採用
実績校

新潟大学、富山大学、信州大学、長岡高専、長岡工業高校、

経験/技能 電気の基礎知識、CAD経験、エクセル、ワード、メールなど ）

募集対象
学歴

募集人数 1 人

雇用形態 平成　　　年　　　月　　　日～平成　　　年　　　月　　　日

仕事内容

職種名： 電気設計

専用装置の開発、設計、製造に関係する電気設計業務全般です。※下記全部できる必要はありません。
・電装ハード設計、PLC制御設計、PCソフト設計、タッチパネル制御設計、配線作業
・社内、社外での仕様打ち合わせ、装置納入、立上げ作業。
・図面など設計書類、仕様書、装置取扱説明書など資料作成。

募集職種
※複数選択

不可

車30 分最寄駅 線 長岡 駅/停留所 下車徒歩

）

ＵＲＬ https://www.justem.jp/

就業場所
住所

新潟県長岡市新陽1丁目15番地

新潟県長岡市新陽1丁目15番地

代表者名 新保　良成

従業員数 全体（　 14 ）名 就業場所（ 14

所在地

）名

事業内容 産業用機械器具装置及び部品の設計・製造

設立 2005年5月 資本金 1,900 万円

事業所名 株式会社ジャステム

ふりがな かぶしきかいしゃ　じゃすてむ

業種

※求人番号 190021

無料職業紹介所　　新潟県中小企業団体中央会
求 人 申 込 書（表面）

サービス ソフトウェア・通信 メーカー 医療・介護 

商社 小売・専門店 建設・土木 その他 

サービス 事務 営業 専門 技術・研究 販売・接客 

ＳＥ・プログラマー・ＩＴ関連 

中途： 院卒 大卒 短卒 高専卒 専卒 高卒 

新卒： 院卒 大卒 短卒 高専卒 専卒 高卒 

期間の定めなし 期間の定めあり 

不問 必要（ 

不問 必要（ 

可 （ 否 駐車有 駐車無  ） 有 無 

固定   （ 

交替制  （ 

その他 （ 

無 有   月平均 （   

月 

雇用 健康 厚生 労災 

無 有 勤続（  有 無 

有 無 無 有 （ 無 有 （ 

火 水 木 金 土 日 祝 

会社カレンダー シフト制 その他（ 

西区 北区 江南区 新潟市 中央区 東区 

長岡市 

秋葉区 南区 

下越（新潟市以外） 

その他（ 

西蒲区 

中越（長岡市以外） 上越 

更新あり 更新なし 



）

）

）

（ （ （

～ 円

回 ヶ月） 1 回 円または

③

※

①

②

③

④

⑤

①

②

/ / / /

④
％ ％

求職のお申込み、お問合せ先

雇用保険適用事業者番号 1502-506334-2

役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合
役員

50.0
管理
職

③ 前事業年度の育児休業取得者数/出産者数
女性 男性 女性 男性

日前事業年度の有給休暇の平均取得日数 5.0 日

前事業年度の月平均所定外労働時間 50.0 時間 時間

３．職場への定着の促進に関する取組の実施状況 企業全体の状況 採用区分【 】の情報

社内検定等の制度の有無及びその内容 無

キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 有

メンター制度の有無 無

自己啓発支援の有無及びその内容 有

２．職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況

研修の有無及びその内容 有

従業員の平均年齢（可能であれば） 45.0 歳 歳

年平均継続勤務年数 5.0 年

②
直近3事業年度の新卒者の採用者数（男性）

①

直近3事業年度の新卒者の採用者数（女性）

直近3事業年度の新卒者の離職者数

直近3事業年度の新卒者の採用者数

】の情報

青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）による、求人受付に際する青少年雇用情報

新卒（第二新卒も含む）採用の場合、下記の１．～３．のうち、最低1項目をご記入ください。

※キャッチコピー
零細企業ですが携わっている仕事は、これからの世の中に必要とされる仕事と考えています。
弊社は海外への装置販売もあり、国内だけでなく海外にも、幅広い活躍の場があります。
ひとりひとりの力を結集して大きな仕事をなし遂げましょう！

※会社の特色
等、

フリースペース

・多様な働き方（時短正社員など）ができるように柔軟に応じています。
・朝残業制度を導入し、定時間前に出社した時間を勤務時間としてみなします。
　フレックスではありませんがライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
・大手企業のお客様が多く、非常にやりがいのある仕事と思っています。
・設立当初から半導体業界の仕事が多いです。

前年度 2年前 3年度前 前年度 2年前 3年度前
１．求人募集に関する情報

企業全体の状況 採用区分【

備考 該当者にその他手当あり：役職手当、家族手当 賞与、昇給は会社業績によります。また個人の能力、成果を重視します。

％）賞与 2 昇給

）円まで

）手当 ）手当

A+B 計 ～ 円 通勤手当 24,500

円
A毎月賃金 基本給

230,000 円
B手当

残業 ）手当 通勤

賃金形態

350,000 円 円

休暇実績

福利厚生

求 人 申 込 書（裏面）

託児所 教育研修制度 資格取得支援 その他補助（ 

育児休暇 介護休暇 その他（  

月給 日給 時給 年棒 その他（ 

全額 上限（ 

有 （ 年 無 有 （ 年 無 

無 

ハローワークを通して申し込む 



E-mail info@justem.jp

電話番号 0258-47-2571 FAX 0258-47-2572

新保良成採用担当 （部署名） 経営企画 （役職） 代表取締役社長 （氏名）

会社名 株式会社ジャステム

民間求職サイトを通じて申し込む 

下記の連絡先から申し込む 



「自己申告書」

私どもは、この求人申込みの時点において、求人不受理の対象となる以下のいずれにも該当いたしません。 

企業・団体名 株式会社ジャステム

所在地 新潟県長岡市新陽1丁目15番地

代表者名

平成29年３月以降に以下の違反行為のうち１つでも該当する場合は、求人不受理の対象となります。

チェックシート

１．労働基準法及び最低賃金法関係

a

b

a

b

a

b

c 是正してから６カ月が経過していない。

a

b

※男女雇用機会均等法第30条または育児・介護休業法第56条の２の規定による。

a

b

（２）違法な長時間労働を繰り返している企業として企業名が公表され、

（１）過去１年間に２回以上同一の対象条項違反行為により労働基準
　　　監督署から是正勧告を受け、

是正してから６カ月が経過していない。

是正してから６カ月が経過していない。

当該違反行為を是正していない。

３．項目１及び項目２共通

（１）求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、
　　　①労働基準監督署による是正勧告、
　　　②雇用均等室による助言や指導、勧告を受けており、その後、

２．男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法関係

（１）過去１年間に２回以上同一の対象条項違反行為により
　　　労働基準監督署から是正勧告を受け、

当該違反行為を是正していない。

以下の内容に該当する場合は、チェック欄にレ点（「✔」）を記入してください。

是正してから６カ月が経過していない。

当該違反行為を是正していない。

（３）対象条項違反行為に係る事件が送検かつ公表され

当該違反行為を是正していない。

対象条項など、求人不受理制度の内容について厚生労働省のリーフレット『労働関係法令違反があった事業所の
新卒求人は受け付けません』（制度の詳細　LL280820派若01　）により確認し、理解しました。

送検後１年が経過していない。

代表取締役　　新保　良成

是正してから６カ月が経過していない。

当該違反行為を是正していない。


